
明
治
中
期
の
福
井
織
物
（
羽
二
重
）
の
ル
ポ
の
一
つ
と
し
て 

 

横
山
源
之
助
「
日
本
の
下
層
社
会
」
で
の
「
福
井
地
方
の
織
物
工
場
」 

が
あ
る
。
こ
の
書
は
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る
各
層
、
労
働
者
の
状
態
を
客
観
的
、
総
合
的

に
あ
き
ら
か
に
し
た
社
会
学
の
古
典
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
。 

横
山
は
ま
た
農
商
務
省
の
嘱
託
と
し
て
「
職
工
事
情
」
の
基
礎
調
査
に
も
従
事
し
て
い
る
。

何
れ
も
明
治
期
の
産
業
研
究
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

  

○ 

○ 

○ 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 

○ 

○ 
 
 
 
 

  

参
考 

か
つ
て
福
井
地
方
の
羽
二
重
工
場
を
見
た
る
こ
と
あ
り
、
併
せ
掲
げ
て
読
者
の
研
究
に
資
す
。 

 

福
井
地
方
の
織
物
工
場 

  

越
中
を
過
ぎ
加
賀
を
過
ぎ
て
福
井
に
来
れ
ば
初
め
て
工
業
地
に
入
る
の
心
地
す
。
裏
町
に

入
れ
ば
機
具
を
繰
の
響
音
彼
方
此
方
に
聞
こ
え
、
表
通
に
て
は
「
羽
二
重
買
込
所
」
の
看
板

張
れ
る
商
店
屈
指
に
暇
あ
ら
ず
。 

 

加
う
る
に
汽
車
の
往
来
、
汽
笛
の
声
を
市
中
に
送
り
て
腕
車
の
往
復
激
し
く
、
こ
れ
を
富

山
・
金
沢
の
如
き
路
上
に
立
ち
て
往
来
の
人
力
車
を
傭
い
得
る
寂
莫
た
る
も
の
に
比
せ
ば
、

草
深
き
片
田
舎
よ
り
俄
か
に
都
会
に
出
で
し
心
地
せ
ら
る
る
な
り
。 

就
い
て
福
井
地
方
に
産
出
す
る
織
物
高
を
見
る
に
、 

 

年 

月 
 

製
造
家
戸
数 

 
 

機 

数 
 

製
造
数
量
（
疋
） 

 

製
造
価
額
（
円
） 

二
十
九
年 

二
、
四
三
八 

一
二
、
六
六
三 

六
六
七
、
五
四
四 

六
、
〇
〇
四
、
四
二
六 

二
十
八
年 

二
、
九
四
六 

一
三
、
〇
四
九 

六
四
五
、
五
七
九 

六
、
〇
七
六
、
二
二
九 

二
十
七
年 

二
、
七
四
五 

一
二
、
五
一
九 

五
七
一
、
九
九
三 

五
、
〇
七
六
、
一
二
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
機
業
組
合
調
査
） 

  

こ
れ
福
井
県
下
羽
二
重
の
総
産
類
を
挙
げ
た
る
も
の
。
即
ち
昨
年
の
産
価
格
は
六
百
万
円

に
て
あ
り
し
な
り
。
殆
ど
海
外
輸
出
織
物
の
半
に
出
づ
。
明
治
十
年
初
め
十
台
の
機
具
を
以

て
機
業
に
従
事
し
、
今
日
の
如
き
進
歩
を
致
せ
る
、
驚
く
べ
し
。
し
か
し
て
福
井
市
よ
り
産

出
せ
る
も
の
実
に
県
下
の
半
を
占
む
。
左
の
統
計
を
見
る
べ
し
。 

  



年 
月 

 

製
造
家
戸
数 

 

機 

数 
 

製
造
数
量
（
疋
） 

 

製
造
価
額
（
円
） 
二
十
九
年 

 
 

九
三
二 

五
、
一
四
九 

三
二
四
、
四
九
一 

二
、
九
二
六
、
四
二
〇 

二
十
八
年 
一
、
一
一
六 

四
、
七
八
九 

三
二
一
、
五
四
〇 

三
、
〇
二
五
、
八
二
二 

二
十
七
年 
一
、
〇
五
三 

四
、
九
八
三 

三
〇
五
、
〇
三
八 

二
、
七
一
九
、
七
七
七 

（
二
十
八
年
に
比
し
て
二
十
九
年
の
産
額
少
な
き
は
固
よ
り
米
国
の
景
気
に
よ
り
て
然
り
し

な
ら
ん
） 

 

な
お
他
に
奉
書
紬
あ
り
、
蝙
蝠
傘
地
あ
り
、
綸
子
あ
り
、
紋
綾
織
あ
り
て
年
々
二
十
万
円
以

上
の
産
額
あ
り
。
路
上
人
草
の
喧?
な
る
も
商
店
の
都
会
装
を
な
せ
る
も
ー
は
汽
車
通
行
の
庇

蔭
に
も
依
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
け
だ
し
機
業
の
力
そ
の
七
、
八
分
あ
ら
ん
か
。 

  

し
か
し
て
福
井
に
お
い
て
も
桐
生
・
足
利
地
方
に
行
わ
る
る
三
八
五
十
の
市
の
如
き
は
あ

り
。
か
の
地
方
の
如
く
盛
大
な
る
こ
と
あ
ら
ざ
れ
ど
も
市
の
開
か
る
る
こ
と
頗
る
頻
繁
な
り
。

同
盟
社
な
る
は
三
八
、
五
七
社
な
る
五
十
、
精
絹
社
は
二
七
、
友
益
社
は
四
九
、
松
隆
社
は

四
九
、
丹
生
社
一
一
、
進
業
社
三
八
、
市
録
社
一
六
、
同
新
社
二
四
そ
の
他
二
、
三
あ
り
。

但
し
社
と
称
す
る
も
会
社
組
織
に
よ
り
て
成
れ
る
に
あ
ら
ず
し
て
数
人
数
十
人
組
み
合
い
、

取
締
の
た
め
に
社
長
を
定
め
各
組
合
者
自
個
の
織
物
を
持
ち
出
し
て
市
を
開
く
と
い
う
に
過

ぎ
ず
、
か
つ
福
井
地
方
に
お
い
て
は
会
社
組
織
の
下
に
機
業
せ
る
は
一
ツ
だ
も
な
し
。
桐
生
・

足
利
地
方
と
同
じ
く
自
家
製
造
の
み
。
数
年
前
江
戸
上
町
に
機
業
会
社
あ
り
た
れ
ど
今
は
一

個
人
の
所
有
た
り
。
山
口
喜
平
・
竹
内
恒
吉
・
水
野
勇
次
郎
・
小
川
喜
三
郎
・
竹
谷
彦
平
・

三
宅
条
次
郎
ら
の
諸
氏
は
当
時
機
業
家
と
し
て
名
あ
る
者
、
機
台
四
十
な
い
し
五
十
を
据
え
、

職
工
の
多
き
は
七
、
八
十
人
を
使
役
せ
る
も
あ
り
。 

 

し
か
し
て
福
井
地
方
に
て
は
足
利
・
桐
生
の
如
く
賃
業
者
を
見
る
こ
と
少
な
く
、
元
機
屋

に
対
す
る
下
機
屋
の
如
き
も
あ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
労
働
者
と
い
う
も
機
業
家
の
下
に
使
役

せ
ら
る
る
工
男
工
女
を
称
す
る
の
み
。
福
井
県
絹
織
物
組
合
に
お
い
て
調
査
せ
し
も
の
を
見

る
に
、
福
井
市
に
工
男
の
数
百
十
七
、
工
女
の
数
五
千
百
四
十
九
人
、
こ
れ
に
各
部
の
を
加

え
ば
工
男
は
百
六
十
五
人
、
工
女
は
一
万
二
千
四
百
七
十
八
人
あ
り
。
組
合
に
届
け
出
で
あ

る
数
に
し
て
か
く
の
如
し
、
こ
れ
を
別
に
し
て
未
だ
届
け
出
で
ざ
る
者
、
お
よ
び
見
習
工
女

を
挙
ぐ
れ
ば
な
お
多
数
の
工
男
工
女
を
見
る
こ
と
い
う
を
俟
た
ず
。 

 

も
と
福
井
地
方
に
て
羽
二
重
の
起
ら
ざ
る
前
、
奉
書
紬
は
国
産
と
し
て
既
に
旧
幕
の
頃
よ

り
存
せ
り
。
こ
れ
は
貧
窮
な
る
旧
士
族
の
家
庭
に
内
職
と
し
て
織
ら
れ
し
も
の
な
る
が
、
二

十
一
、
二
年
頃
ま
で
奉
書
紬
の
旧
慣
に
よ
り
て
そ
の
職
工
を
覊
束
す
る
こ
と
案
外
に
少
な
か

り
し
。
し
か
る
に
明
治
二
十
二
年
に
至
り
俄
か
に
機
業
に
手
を
出
だ
し
た
る
者
増
加
し
、
こ

れ
に
伴
う
て
各
機
業
家
の
間
に
工
女
を
奪
う
こ
と
頻
り
に
行
わ
れ
た
り
。
当
時
は
最
も
機
屋

に
収
益
多
か
り
し
時
な
り
け
れ
ば
人
気
一
層
引
き
立
ち
、
誘
拐
者
を
裁
判
所
に
訴
う
る
も
あ

り
て
騒
擾
ひ
と
か
た
な
ら
ざ
り
し
。
あ
た
か
も
足
羽
吉
田
絹
織
物
組
合
が
範
囲
を
拡
め
福
井



県
絹
織
物
組
合
と
名
称
を
改
め
た
る
時
に
際
し
、
組
合
が
規
約
を
作
り
て
雇
主
と
職
工
と
の

関
係
を
定
め
、
職
工
た
ら
ん
と
す
る
者
は
必
ず
組
合
の
許
可
を
得
べ
き
事
、
も
し
誘
拐
す
る

者
あ
る
と
き
は
そ
の
誘
拐
者
は
十
円
の
罰
金
を
支
払
う
事
な
ど
を
定
む
る
に
至
れ
り
。
こ
れ

今
日
行
わ
る
る
と
こ
ろ
の
工
女
に
関
す
る
規
則
と
す
。
伝
習
生
が
成
業
証
を
得
ん
と
す
る
と

き
に
は
成
業
下
附
願
と
、
ほ
か
に
誓
約
書
を
組
合
に
出
だ
し
、
な
お
別
に
雇
主
に
契
約
書
を

出
だ
す
こ
と
今
日
の
例
な
り
。
い
ま
誓
約
書
の
雛
形
を
見
る
に
、 

 

一 

私
義
今
般
成
業
証
を
申
受
け
候
上
は
三
カ
年
間
所
在
地
方
の
機
業
を
稗
益
改
良
す
る
等

の
た
め
御
指
揮
に
従
い
尽
力
従
事
い
た
す
べ
く
供
事
。 

一 

御
指
揮
に
従
い
機
業
家
に
就
き
実
業
に
従
事
侯
上
は
そ
の
家
主
の
指
示
は
決
し
て
違
背

申
す
ま
じ
く
侯
事
。 

一 

機
業
に
従
事
中
は
病
気
ま
た
は
万
一
止
む
を
得
ざ
る
事
故
あ
る
の
ほ
か
決
し
て
退
所
申

す
ま
じ
く
侯
事
。 

一 

機
業
に
従
事
中
過
失
に
よ
り
退
去
を
命
ぜ
ら
る
る
か
ま
た
は
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
退

所
相
願
候
節
は
本
人
の
成
業
証
は
速
に
還
納
い
た
す
べ
く
侯
事
。 

 

右
の
件
々
誓
約
候
上
は
御
規
則
等
堅
く
相
守
り
申
す
べ
く
侯
。
万
一
違
背
侯
節
い
か
よ
う

の
御
処
置
な
さ
れ
候
と
も
決
し
て
苦
情
申
立
て
ま
じ
く
候
事
。 

こ
れ
組
合
に
納
む
る
誓
約
書
の
雛
形
な
り
。
雇
主
に
入
る
る
契
約
証
と
い
う
を
見
る
に
、
本

人
証
人
連
名
に
て
、 

 

右
の
者
今
般
機
業
伝
習
志
願
に
つ
き
明
治
何
年
何
月
何
日
よ
り
明
治
何
年
何
月
何
日
ま
で

満
何
カ
年
間
の
年
期
契
約
を
以
て
貴
家
工
場
へ
入
勤
相
願
い
候
処
御
許
容
に
相
成
り
就
い
て

は
貴
家
な
ら
び
に
御
組
合
規
則
相
守
り
申
す
べ
き
は
勿
論
且
つ
該
年
間
中
他
家
の
機
業
本
人

の
身
上
家
事
向
等
都
合
一
切
申
す
ま
じ
く
侯
。
も
し
万
一
か
れ
こ
れ
あ
り
候
節
は
御
組
合
の

規
則
に
よ
り
如
何
よ
う
の
御
処
置
な
さ
れ
候
と
も
一
切
苦
情
申
す
ま
じ
く
候
。
後
日
の
た
め

証
人
連
署
の
年
期
契
約
証
書
差
入
申
候
処
件
の
如
し
。 

 

即
ち
福
井
地
方
に
て
は
組
合
が
規
則
の
上
に
職
工
を
牽
制
す
る
と
共
に
、
更
に
雇
主
と
の

間
に
お
い
て
右
の
如
き
約
束
を
定
む
る
な
り
。
序
に
言
う
べ
き
は
契
約
証
の
文
面
に
拠
れ
ば

伝
習
志
願
の
た
め
に
右
の
証
書
を
雇
主
に
入
る
る
も
の
の
如
し
と
い
え
ど
も
、
事
実
は
成
業

し
て
一
人
前
の
職
工
た
る
者
な
お
右
の
如
き
証
書
を
雇
主
に
入
る
る
を
例
と
す
。
し
か
し
て

勤
務
年
限
も
家
に
よ
り
て
異
な
り
、
三
年
な
る
も
あ
り
、
五
年
な
る
も
あ
り
。
但
し
伝
習
年

限
は
お
お
む
ね
六
カ
月
は
普
通
に
し
て
、
中
越
地
方
の
如
く
二
年
な
い
し
三
年
の
年
月
を
定

む
る
と
い
う
が
如
き
は
殆
ど
な
し
。 

 

そ
の
賃
銭
も
機
経
に
従
事
せ
る
工
男
、
お
よ
び
繰
糸
工
女
の
少
数
に
月
給
も
し
く
は
年
給



な
る
を
見
る
の
ほ
か
、
多
く
は
一
疋
に
対
し
て
い
か
ほ
ど
と
織
り
高
に
対
す
る
手
間
賃
な
る

を
例
と
す
。
各
機
屋
に
よ
り
て
異
な
れ
ど
も
、
お
お
む
ね
尺
五
寸
六
丈
一
疋
四
十
五
銭
な
る

が
通
常
な
り
。
羽
二
重
の
上
等
な
る
松
印
の
織
賃
は
か
く
の
如
き
も
の
な
る
が
、
竹
に
下
れ

ば
一
疋
に
十
銭
を
減
じ
、
梅
お
よ
び
等
外
に
下
れ
ば
更
に
賃
銭
は
減
少
す
。
一
疋
（
六
丈
物
）

は
幾
日
に
て
織
れ
り
や
と
い
え
ば
勤
惰
に
よ
り
て
時
日
に
相
違
あ
れ
ど
先
ず
三
日
間
、
即
ち

尺
五
寸
十
二
丈
物
三
本
（
六
疋
）
を
織
る
に
夜
業
あ
る
時
は
十
三
、
四
日
、
こ
の
頃
の
如
き

夜
業
な
き
時
は
二
十
日
に
及
ぶ
と
な
り
。
始
業
は
朝
五
時
に
し
て
日
の
暮
る
る
を
期
と
し
て

一
日
を
お
わ
る
。
秋
彼
岸
よ
り
春
彼
岸
ま
で
夜
業
行
わ
る
。 

  

福
井
市
に
て
は
工
女
に
他
国
人
を
見
る
こ
と
少
な
く
、
お
お
む
ね
そ
の
地
方
の
者
に
し
て
、

か
つ
機
屋
に
寄
留
せ
る
も
百
人
に
二
十
人
の
割
合
に
て
多
く
は
家
よ
り
通
う
。
寄
留
せ
る
も

賃
銭
は
織
高
に
対
す
る
手
間
賃
に
し
て
鍋
釜
を
雇
主
に
借
り
薪
の
給
与
を
得
て
自
炊
す
。
な

か
に
は
食
料
を
出
し
て
主
人
の
飯
を
食
え
る
も
あ
り
、
そ
の
食
料
も
家
に
よ
り
て
少
差
あ
れ

ど
今
日
六
銭
は
普
通
な
る
に
似
た
り
。
組
合
に
お
い
て
五
カ
年
間
勤
続
せ
る
工
女
に
賞
与
と

し
て
白
銅
に
銀
を
流
せ
る
盃
一
個
を
与
う
。
三
十
年
四
月
六
百
幾
人
の
賞
与
者
あ
り
し
と
な

り
。
各
機
屋
に
て
は
盆
と
暮
と
に
大
抵
縞
地
を
与
う
。
但
し
「
此
年
は
貰
え
な
か
っ
た
」
と

喞
て
る
工
女
も
あ
り
。 

   

各
工
場
を
見
る
に
大
な
る
は
多
く
土
蔵
を
利
用
し
（
あ
る
い
は
特
に
あ
の
よ
う
な
る
を
建

て
た
る
も
の
か
）、
そ
の
建
築
方
も
様
々
、
二
間
に
長
さ
十
間
な
る
も
あ
り
四
間
に
六
間
な
る

も
あ
り
、
三
間
に
四
間
な
る
も
あ
り
六
間
に
八
間
な
る
も
あ
り
。
工
女
は
機
台
に
倚
り
両
肌

露
わ
し
、
乳
を
隠
し
も
や
ら
で
何
や
ら
ん
謡
い
な
が
ら
機
を
織
る
。
物
日
に
路
上
に
お
い
て

工
女
を
見
れ
ば
、
着
倒
れ
の
京
都
に
近
き
故
に
や
そ
の
風
儀
宛
然
た
る
お
嬢
様
、
し
か
し
て

福
井
地
方
に
て
は
諸
物
価
の
騰
貴
し
お
れ
る
今
日
も
四
、
五
年
前
も
手
間
賃
に
何
ら
の
相
違

を
見
ず
。 


